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開 会 10：00 
 
（議長） 
おはようございます。ただいまの出席議員は、１２名です。定足数に達して

おりますので、会議は成立いたしました。 
ただいまから、平成２４年第３回江差町議会定例会を開会いたします｡ 
本日の会議を開きます。 
本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 
日程第１ 会議録署名議員を指名いたします。会議録署名議員は、会議規則

第１２２条の規定により､大門議員、４番若山議員を指名いたします。 
 
日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 今定例会の会期及び議会運営については、所管の議会運営委員会に付託され

ておりますので委員長の報告を求めます。 
  
「小野寺議員」 
 議長。 
 
（議長） 
「小野寺委員長」 

 
「小野寺委員長」（報告） 
 おはようございます。議会運営委員会からのご報告を申し上げます。 
当委員会は８月２７日、９月５日の２日間、委員会を開催し、町理事者の出

席を求め、今定例会に提出される議案内容の説明を受けると共に、日程及び運

営について協議をいたしました。 
今定例会には、２４年度補正予算が一般会計・特別会計併せて４件、条例の

制定等が４件、平成２３年度各会計決算認定１０件、報告２件、人事案件２件

等が提案されております。 
また、一般質問は５名の通告であります。詳細につきましては、お手元に配

布しております報告書のとおりでございます。 
以上の内容を踏まえまして、「会期を本日から１３日までの３日間」として、

今定例会に上程されております「平成２３年度江差町各会計決算認定」につき

ましては、本会議を休会した上で決算審査特別委員会に移行して、審査を行う

事としております。 



一般質問についてはこれまでと同様に、一問一答方式で行い、質問の回数は

再々質問まで、答弁を含め６０分の時間制とします。１回目の質問答弁につい

ては演壇により行い、再質問以降については、議員は同じく演壇で、理事者は

自席で行う事とします。 
また理事者はこれまで同様、議員からの質問・質疑に対し、議長の許可を得

て、反問出来る事とし、その時間については６０分の制限時間外とする事とし

ます。 
以上、議会運営委員会で協議した結果であります。議員各位のご協力を特に

お願いいたしまして、議会運営委員長報告といたします。 
 
（議長） 
以上で、報告が終わりました｡ 
おはかりします。今定例会の会期及び議会運営については、委員長の報告の

とおりにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 

 
（議長） 
異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月１３日までの３日間とし、本日上程されている

「平成２３年度江差町各会計決算認定議案」が上程された後、議会を休会し、

決算特別委員会に移行し、審査を実施し、特別委員会終了を以て、議会を再開

することとします。 
一般質問については、一問一答方式で行い、１回目の質問答弁については、

演壇により行い、再々質問については、議員は同じく演壇で、理事者は自席で

行うこととし、質問の回数は再々質問まで、答弁を含めて６０分以内の時間制

を採用して行うこと。 
また理事者においては、議員からの質問・質疑に対して議長の許可を得て反

問出来る事とし、それに要する時間は、６０分の制限時間外とすることに決定

いたしました。 
 
次に、議長からの諸般の報告をします｡報告内容は、お手元に配付のとおりで

ありますので、ご了解をお願いいたします｡ 
 
日程第３ 閉会中の継続調査の申し出について、議題といたします。 
総務産業常任委員会、社会文教常任委員会、議会運営委員会、管理型産業廃



棄物処分場の民間計画に関する調査特別委員会から、調査中の事件につき、会

議規則第７６条の規定に基づき、お手元に配付のとおり、継続調査の申し出が

ありました。 
 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査にしたいと思います。ご異

議ありませんか。 
 
（｢異議なし｣）の声 

 
（議長） 
異議なしと認めます。 

 よって各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定い

たしました。 
 
次に、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 
「町 長」 

 
「町 長」（行政報告） 
 おはようございます。私から行政報告をさせていただきます。 
 最初に、『江差ウインドパワー（株）の再生可能エネルギーの固定価格の買取

制度への移行について』のご報告をさせていただきます。 
 去る８月１７日の第４回臨時町議会において、第１２期の江差ウインドパワ

ー株式会社の決算報告を提出させていただいたところでありますが、この度、

再生可能エネルギーの固定価格買取制度へ移行するための申請書を経済産業省

へ提出したとの報告を受けましたので、議会に対し、行政報告をいたします。 
 北海道電力との間で、RPS 法に基づく受給契約の解除の合意の交渉を進め、

８月２２日付で、契約解除の合意書の交付を受けました。その後、８月２７日

付で、経済産業省資源エネルギー庁に、「新エネルギー等発電設備廃止届出書」

及び「再生可能エネルギー発電設備認定申請書」の提出となりました。 
 再生可能エネルギー発電設備認定審査は１ヵ月程度かかり、認定後、新たな

売電単価による、電力受給契約を北海道電力と締結する予定となっております。

新制度の適用開始は１０月１日を予定しているところでございます。 
 
 次に、『日本風力開発株式会社の子会社である江差風力開発（株）の経営譲渡

について』のご報告をさせていただきます。 
 今般、日本風力開発（株）および株式会社ユーラスエナジーホールディング

の両会社の役員が江差町を訪れ、両社間で経営譲渡についての合意がなされた



と報告をうけ、議会に対して行政報告をするものでございます。 
 国が再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されるまでの間、風力発

電所建設に係る国の補助制度を停止したため、日本風力開発は、新たな風力発

電設備の立地、開発の事業展開が２年間にわたり中断していました。そのため、

資金繰りが悪化し、金融機関に対し、借入金の返済猶予交渉や、風力発電の子

会社の売却を進め、経営の健全化を目指しているところであるとのことであり

ます。 
 この度の江差風力開発（株）の経営譲渡については、日本風力開発本社の経

営改善のために実施するものであり、江差北風力発電所の風車の運営について

は、従来通り継続され、地元との各種の協定についても、譲渡先にそのまま継

承されることが譲渡の条件となっているとの説明を受けております。 
 また、この件については、既に、風力発電施設の地権者に対しても、経営譲

渡について説明され、全員の合意を得ている状況であります。 
 なお、株式会社ユーラスエナジーホールディングの会社概要につきましては、

資本金が約１８２億円、風力発電業界では、第１位の規模の会社であり、株主

構成は、豊田通商が６０％、東京電力が４０％となっておるところであります。

道内では、苫前、白糠、室蘭等において風力発電事業を実施している会社であ

ります。 
 
 次に、『函館労働基準監督署江差駐在事務所の存続にかかる要請行動につい

て』ご報告を申し上げます。 
 函館労働基準監督署江差駐在事務所の平成２５年３月末の廃止提示を受け、

その後、８月１４日に、再度、労働局幹部が来庁し、「平成２５年３月末廃止は

撤回、当面廃止はない、今後廃止という考え方が浮上した場合は事前に地域と

協議を持つ」という内容であり、平成２５年３月末の廃止が撤回されたこと、

また、「当面廃止はない」ということでしたが、廃止提案が再浮上するという不

安が払拭されないため、存続に向けた要請を行う考えについては、去る８月１

７日の全員協議会においてお伝えしたところであります。 
 ８月３１日、管内町長を代表し、私と建設業労働災害防止協会北海道支部江

差分会 林会長の二人で北海道労働局 高原局長に直接お会いし、地域の声と

して「檜山町村会長、檜山町村議会議長会長、管内７町長、檜山建設協会長、

建設業労働災害防止協会北海道支部江差分会長」の連名による要請書を手渡し、

私から、２５年３月末廃止撤回の英断に感謝すると共に、江差駐在事務所の存

続を強く要望して参りました。 
 北海道労働局長からは、「ご迷惑をかけました。出来るだけ存続するという地

域要請でありますが、今後の国家公務員の定員削減状況が大きく影響すること



も理解願いたい。」という返答でございました。 
 以上、江差駐在事務所の存続に向けた要請行動についてご報告を申し上げま

す。 
 
 次に、『JR 江差線、いわゆるこの江差から木古内間について』のご報告を申

し上げます。 
 去る９月３日、江差町ホテルニューえさしにおいて、北海道旅客鉄道株式会

社から、江差線木古内・江差間の沿線自治体である江差町、上ノ国町、木古内

町の３町に対して、同線区は、函館・木古内間が JR から経営分離されることに

より、木古内・江差間が JR 北海道として飛び地となることや、利用状況が極め

て少ない線区であること、また、線路設備等の老朽化により今後莫大な経費が

必要なことなどから、平成２６年度当初での同線区の鉄道事業の廃止について

計画しているところであり、今後、沿線３町と協議して参りたいとの申し出が

ありました。 
 また、鉄道事業廃止後の地域住民の交通手段確保のため、JR 北海道として、

出来る限りの支援を行うことを表明しております。 
 説明会終了後、３町で協議を行い、対策協議会の設置を決定し、会長につき

ましては、線区の中心である上ノ国町長としたところであります。 
 今日現在、廃止に伴う住民の足の確保等に関し、JR 北海道からの具体的な条

件提示はございませんが、今後、様々な課題の整理を対策協議会の中で行って

いくこととなります。 
 このため、議会とも十分な議論や意見を頂きながら、慎重に対処して参りた

いと考えておりますのでご理解とご協力をお願いしたいと思います。 
 
 最後になりましたが、『寄附採納について』ご報告を申し上げます。 
 ２件の寄付採納についてでございます。 
 
 最初に、平成２４年５月２４日、札幌市在住の『脇 千賀子』様より、郷土

資料として「函館戦争や厚沢部川流域の新田開発に関するものを始めとする古

文書１８９点」と「棹秤（さおばかり）」「腕につける名札の錦切（きんぎれ）」

「具足」「刀の鞘の装飾としての鐺（こじり）」「浄土真宗の御文（おふみ）」各

１点のご寄贈がありました。 
 今回ご寄贈いただきました『脇』様の祖父は、合併前の大正８年から２期江

差町長を勤められた『脇 勝吉』様であり、江差に縁のある方でございます。 
 なお、本寄附採納につきましては、約２００点にも及ぶ資料整理のため、多

くの時間を要したことをご理解いただきたいと思います。 



 
 次に、平成２４年６月１８日、江差町字姥神町１７番地『高橋管財合名会社 

代表社員 橘 眞理子』様より、「歴まち地区の土蔵有効活用による町政の振興

発展のために」と別表のとおり姥神町の土地４筆、土蔵４棟のご寄付がござい

ました。 
 ご寄付いただきました土地及び土蔵につきましては、ご厚志に沿える活用方

法を検討していき、まちづくりに役立てていきたいと考えております。 
 
 以上のご寄付がありましたことをご報告を申し上げ、改めてご厚志に深く感

謝を申し上げ行政報告を終わらせていただきます。ありがとうございます。 
 
（議長） 
以上で、行政報告を終わります。 

  


